
平成18年12月27日発行 （毎月６回１の日、５の日発行） ＯＴＫ増刊通巻第3596号 昭和51年９月７日 第３種郵便物認可

ＯＴＫ

Ｎｏ．５４

★
決
し
て
争
っ
て
は
い
け
な
い

争
い
の
中

に
弱
い
も
の
の
生
き
る
場
は
な
い

★
親
個
人
が
い
か
な
る
主
義
主
張
が
あ
っ
て

も
、
重
症
児
・
者
運
動
に
参
加
す
る
者
は

党
派
を
超
え
る
こ
と

★
最
も
弱
い
も
の
を
一
人
も
も
れ
無
く
守
る

支
え
る

大

阪

府

重

症

心

身

障

害

児

・

者

を

支

え

る

会

全

国

重

症

心

身

障

害

児

（

者

）

を

守

る

会

大

阪

支

部

守る会三原則

支
え
る
会
で
は
、
毎
年
大
阪
府
知
事
・
大
阪
市
長
宛
に
要
望
書
を
出
し
、
担
当

部
局
と
懇
談
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
本
年
度
、
政
令
市
に
移
行
し
た
堺
市

に
は
重
症
児
者
の
た
め
の
施
設
作
り
と
い
う
大
き
な
課
題
が
あ
り
、
堺
市
分
会
で

は
話
し
合
い
を
重
ね
て
い
ま
す
。

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
に
あ
た
り
、
重
症
児
者
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
な
ど

を
理
解
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
福
祉
計
画
策
定
を
見
据
え
、
会
員
の
方
々
の

切
実
な
思
い
を
訴
え
て
い
ま
す
。
回
答
を
い
た
だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
更
に
多
く

方
の
声
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

こ
の
度
、
大
阪
市
か
ら
要
望
に
対
す
る
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
内
容
は
次
頁
に

掲
載
し
て
い
ま
す
が
、
市
が
単
費
で
助
成
し
て
い
る
重
症
者
の
通
所
施
設
に
つ
い

て
、
医
療
と
の
連
携
の
具
体
的
な
内
容
を
示
し
て
も
ら
う
こ
と
や
看
護
職
員
の
配

置
基
準
に
つ
い
て
も
、
実
態
に
合
っ
た
も
の
な
の
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
方
に
つ
い
て
の
安
全
面
を
考
慮
し
て
ほ
し
い
と

切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。

医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
重
症
児
が
地
域
の
学
校
に
通
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
登

下
校
時
の
付
き
添
い
を
含
め
た
要
望
で
し
た
が
、
校
内
支
援
体
制
に
つ
い
て
の
回

答
だ
け
で
し
た
。

『
医
療
的
ケ
ア
の
必
要
な
方
が
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

訪
問
看
護
等
の
充
実
や
そ
の
利
用
に
お
け
る
負
担
軽
減
を
含
め
た
支
援
を
し
て
ほ

し
い
』
と
い
う
要
望
に
対
し
て
、
「
訪
問
看
護
利
用
費
助
成
」
（
医
療
費
の
一
割

負
担
）
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
訪
問
看
護
に
は
「
重
度
障
害
者
医
療

費
助
成
」
が
適
用
さ
れ
ず
利
用
す
る
ほ
ど
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

訪
問
看
護
の
事
業
所
が
増
え
て
い
く
の
か
と
い
う
危
惧
も
あ
り
ま
す
。

応
益
負
担
の
考
え
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
答
え
は
返
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

在
宅
で
暮
ら
す
医
療
が
必
要
な
最
重
度
の
方
々
や
、
強
度
行
動
障
害
を
示
す
方
々

が
、
利
用
し
た
く
て
も
受
け
て
く
れ
る

事
業
所
が
限
ら
れ
て
お
り
、
対
応
で
き

る
ヘ
ル
パ
ー
も
少
な
い
と
い
う
現
状
の

中
で
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
々
に
と
っ

て
厚
生
労
働
省
の
い
う
『
地
域
で
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し

て
』
と
い
う
文
言
が
、
空
し
く
響
い
て

い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
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？
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大阪市要望書についての回答

機関紙「支える」第５２号に掲載しました要望事項への回答を文書にて頂きました。

平成１８年１１月９日

■障害が重度の人ほど負担が大きくなる定率負担の仕組みについて、撤廃或いは是正を国に働きかけてくだ

さい。

（回答） 今後増大する福祉サービスの費用について、社会全体で支えあい、安定的なサービスの提供を目指すこ

とが障害者自立支援法の考え方の柱の一つであり、利用者の方にも一定のご負担はお願いせざるを得ない

と考えております。

ただ、その負担にあたっては、所得水準に応じた段階的な月額負担上限額が設定されており、それに加

えて社会福祉法人減免等の様々な国の減免措置を十分活用いただきたいと考えております。

自立支援給付における利用者負担については、全国共通のものとして設定されるべきものであると考え

ており、国に対して、低所得の障害者により適切な軽減措置を講じるよう要望しております。

地域生活支援事業については、利用者負担額を無料または、月額負担上限額を低く設定し、低所得の障

害者に配慮しております。

■サービス量の決定に際して、現状の生活水準を後退させることのないよう配慮をして下さい。

（回答） 新制度への移行に際し、現行の支給量や利用状況、家族の状況等を勘案しながら、現状のサービス利用

水準を下回らないよう考慮しているところです。

■医療的ケアが必要な重症心身障害児が地域の学校に通う場合において、親が付き添わずに行けるようにし

て下さい。

（回答） 医療的ケアを必要とする児童・生徒の在籍する学校については、主治医、保護者との連携をはじめ、日

常の健康管理、緊急の場合の体制作り等について取り組みをすすめております。

また、本市では、教育と医療との連携を図るため、総合医療センターに療育相談室を設置しております。

平成７年度より看護師資格をもった看護指導員の派遣を委託事業で実施いたしております。特に修学旅

行など泊を伴う学校行事につきましては、校医による事前検診、養護教諭又は養護職員の付き添い、及び

旅行先における病院、医院、消防署等との連携体制など、児童・生徒の健康管理と緊急時の対応が十分で

きるように、各校で取り組んでおり、そのうえで看護指導員の派遣を行うよう努めております。

また、各校に派遣された看護指導員は、医療的ケアに関する教職員の研修の講師となったり、教職員の

指導助言にあたっております。また、肢体不自由養護学校が、医療的ケアについての実践的内容、校内支

援体制の構築等について、地域の小・中学校にアドバイスをするなどセンター校としての機能の充実にも

努めております。

今後も、医療的ケアが必要な児童・生徒が安心して通学できる体制整備の充実に努めてまいります。

■医療的ケアの必要な方が地域で暮らし続けることができるように、訪問看護等の充実やその利用における

負担軽減を含めた支援をしてください。

（回答）・介護保険制度における利用料につきましては、サービスに係る費用の1割を負担していただいています。

１割負担が高額になる場合は、高額介護サービス費の支給により負担軽減を図っており、年金収入

等が年８０万円以下の利用者負担第２段階の方については、平成１７年１０月から月額負担上限額

を１５，０００円とし、低所得者に対する自己負担が少なくなるよう設定されております。

・低所得者に対する利用料の軽減措置は国において統一的に行われるべきものと考えており、国に要望し

てまいります。

■意思表示が困難な重度の障害者について、中途障害であってもオムツの支給が受けられるようにして下さい。

（回答） 障害者自立支援法の施行に伴う地域生活支援事業の実施により、ストマ用装具がこれまでの補装具から

日常生活用具としての給付に移行したことから、当該品目の基準外交付であった紙おむつについても平成

１８年１０月以降は日常生活用具として取り扱うこととなりました。

その給付対象については、これまでの補装具における基準を引用し、ストマ用装具を装着できない方、

先天性疾患に起因する高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害がある方、並びに脳原性運動機能障

害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な方となっております。

日常生活用具に関しては、このたび国からその定義が明確に示され、

・安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの、

・日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの、

・製作や改良、開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として

一般的に普及していないもの、

この３点の要件をすべて満たすものとされております。

これらのことから、本市といたしまして、その基準のあり方については、今後慎重に検討してまいらね

ばならないと考えております。
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■重症心身障害者通所施設「四天王寺さんめい苑」について、制度の変更に伴う処遇低下が生じないように

してください。また、医療的な取り組みを充実するよう指導してください。

（回答） 「四天王寺さんめい苑」につきましては、本市において初めて、重度の知的障害と重度の肢体不自由が

重複する重症心身障害者が、住み慣れた地域で生活できるよう日中の支援を行うことを目的として設置さ

れたところであります。

しかしながら、国の定める施設種別において通所の重症心身障害者施設の種別がないことから、施設種

別的には知的障害者更生施設として設置認可しているところですが、本市では、当該施設の利用者である

重症心身障害者並びにご家族の方々に安全で安心してご利用いただくために、充分な職員配置が行えるよ

う本市独自に運営経費等に関する補助を実施しているところです。

新事業体系への移行にあたりましても、本市としても利用者の処遇の確保が図れるよう検討を行ってま

いりたいと考えております。

また、医療的な取り組みの充実につきましては、配置基準を上回る看獲師を配置するとともに、医療機

関との連携強化に取り組んでいるところであります。

■公共交通機関を利用することが困難な重症心身障害児者について、車両等を利用した外出支援のための施

策を行ってください。

（回答） 重症心身障害児者の外出支援については、重度訪問介護や重度障害者等包括支援においての対応となる

と考えますが、その取り扱いの詳細について、示されておらず、国へ確認しているところであります。ま

た、一方地域生活支援事業における移動支援事業について、国から新しい形態等示されたところでありま

すが、個別対応型への円滑な移行を優先的に行っていきたいと考えております。グループ型や車両運行型

等につきましては、他都市の状況等も今後、調査検討していきたいと考えております。

■医療的ケアの必要な方が地域で暮らし続けることができるように、訪問看護等の充実やその利用における

負担軽減を含めた支援をしてください。

（回答）・本市では、大阪府の補助制度のもと、身体障害の程度が１～２級の方、重度の知的障害の方及び身体障

害の程度が３級以下でかつ中度の知的障害の方を対象として、重度障害者医療費助成制度を実施してお

ります。（所得制限あり。）

・本助成制度の対象の方については、訪問看護（医療保険での利用に限る。）の利用の際は、健康保険証

と障害者医療証を提示することにより、自己負担額が総医療費の１割となるよう助成しております。

（一定以上の所得のある方の自己負担額は３割。）

・また、訪問看護を除く病院・診療所での利用につきましては、１医療機関ごとに入・通院各１日当たり

５００円以内で、月２日を限度に一部自己負担額の支払をお願いしております。

・なお、平成１８年７月診療分から、一部自己負担額に月額２，５００円の限度額を設け、同一月にご負

担いただいた一部自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により超過分の払い戻しを実施してお

ります。

■身辺自立に手厚い介護を必要とする最重度知的障害者であって、行動問題を抱え、さらにてんかんの頻発

や易感染性、慢性疾患の合併など、内科・小児科的にも精神科的にも継続的な医療の問題を抱えていて、知

的障害者施設では処遇困難な方々のための施設を作ってください。

（回答） 各施設におきましては、利用者の健康状態等に配慮し、必要に応じ医療機関との連携を図りながら、処

遇にあたっていただいているものと考えております。

なお、本年４月に、本市として初めての重症心身障害児施設が開所しているところでございます。

■重症心身障害児者への対応ができるヘルパーの養成を積極的に行ってください。

（回答） 障害者自立支援法の施行に伴い、身近なサービス等については市町村による分担とし、より高度な専門

性や広域的な対応が必要なもの、人材の育成、研修については都道府県が実施することとなっており、ご

要望については、大阪府へ伝えてまいりたいと考えております。

■ショートステイやヘルパー利用に際して、行動面での問題を抱える方に対応できる専門スタッフの養成を

積極的に行ってください。

（回答） 利用者に対する適切な支援を実施するためにも、専門スタッフの養成や研修が有意義であると考えます。

自立支援法において、サービス等を提供する従事者、又は従事者に必要な指導を行う者の育成について

は都道府県業務として位置づけされております。ご要望の有りました専門スタッフの養成につきましては

府に伝えてまいりたいと考えております。

■施設等の入所者が帰省等で帰宅した際のサポートをして下さい。

（回答） 障害者自立支援法において、日額報酬化に伴い報酬の重複なく、様々なサービスを組み合わせることが

可能となったことから、原則として、施設等に入所する者が一時帰宅する際、市町村が特に必要と認める

場合においては、施設入所に係る報酬が全く算定されない期間中に限り、訪問系サービス及び日中活動サー

ビス（旧体系の施設入所者に限る。）について支給決定を行うことは可能であると考えております。現在、

その場合における支給決定方法の取り扱いについて検討しているところであります。

―３―
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“ 大阪府との懇談会報告 ”

去る平成１８年１１月１７日(金)、重症心身障害児者に対応する施設整備について、大阪府と懇談しま

した（参加…大阪府健康福祉部 障害保健福祉室 施設福祉課 施設指導グループ及び府立施設グループ、

支える会から７名）。

◎最初に府から以下のような現状説明がありました。

＊補助金に関しては民立（社会福祉法人、ＮＰＯ法人立）については支援するが、公立の場合は市町村

財源で整備することになる。

しかし、国の補助は、障害者自立支援法前は１０数件あったが、去年度は２件のみ(日中通所)とい

う現状である。入所、通所、児・者トータルで現在大阪府下で２件、政令市、高槻市、東大阪市は

各１件となっている。本年度はこれから協議していく。

入所施設に関しては、現在入所の１０％が地域へ移行、７％の定員削減を目指すよう国の指導が来

ている。

大阪府としては、２月中に１９年度の国庫補助の希望をとるが、日中活動施設を考えており、入所

施設は考えていない。入所施設は改築はできるが、新規入所施設建設は難しい。

＊日中活動系重視で、医療型としての療養介護施設建設は国庫補助は出ていない(対象外)。施設整備

については(国庫補助２分の１の)国の方針に負うところが大きいため、入所施設は困難である。

既存施設が新体系に移行する場合、補助金は５０万から５００万円出る。ただし、全３５０施設

中、年間５件である。

◎医療的ケアが必要な超重症児者の受け皿としては、既存施設でその対応が出来るのか、それとも新

たに作っていくのかについて

＊新体系移行施設調査について

５月時点の回答 １８年１９年に移行 ２割

２３年に移行 ５割

重症心身障害児施設については、経過措置中は移行の意思は無いとの回答

＊障害福祉計画・サービス量見込みについて

各市は１２月を目途に集計、府は３月にまとめる。

居住系の見込み量に、待機者・卒業予定者を含むかについて、内訳はシートに出ていない。

＊市町村から大阪府に、このような施設を作りたいというのが届いていない。

＊平成１９年４月オープンする金剛コロニーの重症心身障害児施設（府単独予算）について

金剛コロニーは、知的入所施設の老朽化による建て替えを重症心身障害児施設に種別変えして、

平成１９年４月に１１０名（内ショートスティ１０名））で開所する。金剛コロニー現入所者の

うち、区分３以下の方・地域生活を希望される方は、平成２３年末までに地域生活に移行しても

らう。施設を出ることができない方は、重症心身障害児施設・特養・生活介護に移行する。

平成１８年７月、泉大津市に知的通所授産施設をオープンした。今後拠点施設を各地に作りたい。

◎重介護の最重度知的障害児者で、行動問題を抱え、継続的な医療の必要性があり、知的障害施設では

処遇困難な方々のための受け皿について

＊計画には今のところないが、社会福祉法人がやるといってこられるかどうかである。

＊重症児施設並みの単価助成（自治体補助）は、財政が厳しく府独自助成は困難である。

以上のような回答でした。

医療ケアが必要な障害の重い人は、療養介護も無いし、ケアホームでは不備なため生活できません。

医療機関である重症心身障害児施設は唯一のよりどころです。

金剛コロニーは、経過措置で重症心身障害児施設を立ち上げ、後に医療ケアが必要な重度の人のためのも

のに移行するのか、将来が見えません。重症心身障害児施設は医療機関（施設費＋医療費）で「当初は医

療費の低い精神病棟でやる」とのことです。

―４―
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精神病棟（重症児者特有の医療について看る体制ではない）でという方針なら、結果として「医療ケア

が必要な重症児者がショートステイも使いたいのに、入れないだろう」ということになってしまいます。

大阪府には重症心身障害児施設の数だけは揃っている（３ヵ所－４００・１００・１００床）が、

本当に重い人は受け入れられなくて、他府県の施設入所か、病院を渡り歩いているというのが現状です。

全国にある公法人立重症心身障害児施設１１５ヵ所のうち精神病棟の施設は３ヵ所（大阪にある事業者

が運営）だけです。さらに金剛コロニーも精神病棟で開設されるとのことで、医療ケアが必要な重症児者

のための受け皿はどこになるのでしょうか。障害の重い人が他府県の施設頼りではなく、安心して利用出

来る施策を考えて頂きたいです。遠方への施設入所は経済的にも負担があります。

府は、「施設側が、収入・スタッフ等の面で考えたもので、大阪府が指導したわけではない」との回答

ですが、新たに作らず既存施設で対応するなら、法人任せにせず、精神病棟の一部でも医療ケアの必要な

人に対応できる体制にといった強い指導力を出してもらわないと、数だけは有るが中身の伴わない、地域

支援（外来診療や日中活動、ショートステイ等）も不十分なままの体制が続くことになります。

重症心身障害児者は、片時も目を離すことができず、強く訴える活動はリスクが高く出来ません。府は

「市町村からあがってくる要求で障害福祉計画が出る」との回答ですが、医療ケアの重い人の生活実態を

知ってほしいと思います。

行動面で問題を抱え、知的入所施設では受け入れられないような在宅を含む多くの人たちに対して、ど

のような将来の見通しがあるのか示されませんでした。金剛コロニーが医療機関である重症児施設となるの

であれば、金剛コロニー入所者にのみ責任をとるというあり方ではなく、知的入所施設では受け入れられな

い動く重症児（特に強度の行動障害を示す）といわれる重心施設入所者の実態を調べ、今後における施設作

りのビジョンを示してほしいと思います。府として何らかの方策（独自助成）が出なければ、民間の法人な

どでは受け入れができるはずはないと思われます。

通所の人も、行動障害があるとガイドヘルパーも使いにくくなり、施設からもはじき出されています。

最も困難性を持ち、対応に専門性が必要な方々にとっての受け皿が整備されていません。重症児者は法

制度にも置いて行かれるという感じがしました。

月 日 時 間 講 師 場 所

２月１７日(土)

１０：３０～１２：３０ 吉田くすほみ氏（言語聴覚士）

早川福祉会館

１３：３０～１５：３０ 藤井 建一氏
（耳原総合病院小児科医師）

２月２４日(土) １０：３０～１６：３０ 岸本 眞氏(河﨑医療技術専門学校
理学療法士）他 早川福祉会館

２月２５日(日) １０：３０～１６：３０ 岸本 眞氏(河﨑医療技術専門学校
理学療法士）他 クレオ大阪南

平成１８年度

「重症心身障害児者介護人養成講座（中級コース２月）」のご案内

本会では重症心身障害児者に対応できる技術を持った介護人を養成することを目的に講座

（基礎コース）を開催したところ、多くの受講生が真剣に学んで下さいました。

この度、内容をよりステップアップして中級コースの講座を開催いたします。

中級コースでは、基礎コースをふまえてより深く実践的な研修をしていただきます。

※受講資格：重症心身障害児者介護人養成講座（基礎コース）を修了された方

―５―
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平成１８年１１月１４日

堺市市長

木原 敬介様

堺市議会議長

服部 昇 様

堺市重症心身障害児・者を支える会

(全国重症心身障害児者を守る会大阪支部堺分会)

会長 成田 憲子

いつも重症心身障害児・者の福祉のためにご尽力くださり、ありがとうございます。

当会は親たちが 昭和３９年から「もっとも弱いものをもれなく守る」という基本理念を掲げ、

重症心身障害児・者の福祉を訴え、医療を求め、教育を願って活動を続けております。

親も子も精一杯生きてきましたが、障害の重度化、親の高齢化によって在宅生活はどんどん厳し

くなってまいりました。出来るだけ家庭で暮らしていけるように、在宅支援をお願いいたします。

また、親の介護力がなくなった時の生活の場として、福祉と医療が備わった施設の整備を切望して

います。

つきましては、堺市の障害福祉計画につきまして次のことをお願いいたします。

要 望 書

１． 堺市に計画されている重症心身障害者のための施設を、医療と福祉が備わったもの

にしてください。

２． 上記施設について

運営は、重症心身障害児・者をよく理解した実績ある法人に委託してください。

３． 上記施設について

重症心身障害児・者医療に実績のある医師を置いてください。

４． 上記施設について

日中活動を行うスペース等を充実させてください。

５． 上記施設について

重症児（者）通園事業を併設してください。

６． 上記施設について

通園事業の送迎を完備してください。

７． 上記施設について

超重症児・者も利用できるショートステイを併設してください。

８． 自立支援法施行により経過的措置となっている障害者デイサービス事業につきまし

て、新制度に移行しても入浴、送迎加算をしてください。

９． 重心施設の具体化の段階に際して、当事者家族の意見を充分に聞いてください。

―６―

１１月１４日、大阪府重症心身障害児・者を支える会堺市分会設立総会の場で検討されました要望書

案を取りまとめ、堺市長、堺市議会議長宛で上記要望書を提出しました。

その上で、堺市議会健康福祉委員会の各会派議員に面談を申し入れ、要望書にこめられた思いを聴い

ていただいています。

１１月２９日、堺市支える会と堺市重症児者家族の会共同で、堺市障害福祉課、福祉推進部事業者指

導室と懇談し、重心施設について、どのような人を対象に、どのようなものを考えているか基本構想の

確認と、進捗状況、問題点等聴きました。

平成１８年３月に健康福祉プラザ複合施設の基本構想が出ましたが、障害者自立支援法に添った形で

一部修正をし、基本設計にはまだ入っていないということです。医療ケアの体制を保障した上で、日中

活動の場をスペース的にも配慮したものを作るという基本構想は変わらないということです。

議会終了後、文書で要望書の回答がありますので次号にお知らせします。

堺市支える会の動き
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「
障
害
が
あ
る
人
は
本
当
に

地
域
で
暮
ら
せ
る
の
か
」

障
害
者
自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
、
利
用
者
に

対
し
て
の
自
己
負
担
や
事
業
者
に
向
け
て
の
実
質

的
な
報
酬
の
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
に
向
け
た
改
革
と
い
う
よ
り
は
財
源
対

策
と
し
て
の
意
味
合
い
が
大
き
い
施
策
で
あ
る
こ

と
は
誰
も
が
口
に
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

厚
生
労
働
省
の
示
す
自
立
支
援
法
の
説
明
資
料

の
中
に
、
「
障
害
者
が
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
は
、
地
域
で
実
際
に
暮

ら
し
て
い
る
重
度
の
障
害
が
あ
る
方
々
や
家
族
に

と
っ
て
は
本
当
に
切
実
な
想
い
と
し
て
受
け
止
め

て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
果
た
し
て
、
「
目
指
す
」

と
い
う
こ
の
言
葉
を
、
国
は
ど
れ
だ
け
の
責
任
や

思
い
を
意
識
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
地
域
で
暮
ら
す
」
と
い
っ
て
も
、
医
療
的
な

介
護
や
夜
間
の
介
護
が
必
要
な
方
々
に
と
っ
て
は

そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
を
見
つ
け
る

こ
と
自
体
が
困
難
な
状
況
で
、
現
に
取
り
組
ん
で

い
る
事
業
所
も
運
営
・
経
営
に
汲
々
と
し
な
が
ら

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省
の
目
に
は
、
収
益
を
上

げ
て
い
る
一
部
の
事
業
所
だ
け
し
か
映
っ
て
い
な

い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

先
日
、
国
連
の
総
会
で
「
障
害
者
の
権
利
条
約
」

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
政
府
も
締
結
す
る
姿

勢
で
あ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
障
害
の
な

い
人
と
の
実
質
的
な
平
等
を
確
保
す
る
」
と
い
う

こ
と
や
「
障
害
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
区
別
、
排
除
、

制
限
（
目
的
と
効
果
を
有
す
る
も
の
）
を
差
別
と

し
て
禁
止
す
る
」
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
画

期
的
な
内
容
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

批
准
に
は
国
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
こ
と
や
関

係
諸
法
と
の
整
合
性
や
政
府
に
よ
る
実
効
性
の
問

題
も
含
め
て
、
本
当
に
障
害
が
あ
る
人
の
暮
ら
し

を
ど
れ
だ
け
真
剣
に
考
え
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

耳
障
り
の
良
い
綺
麗
な
言
葉
表
現
や
理
想
的
な

う
た
い
文
句
に
惑
う
こ
と
な
く
、
大
き
な
制
約
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
の
現
実
に
目
を
向

け
て
、
真
摯
に
改
善
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く

姿
勢
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
国
は
、
そ
の

姿
を
目
に
見
え
る
形
で

示
し
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。

（
Ｓ
）

〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町５－１５－２８ 育徳コミュニティーセンター内
ＴＥＬ：０６－６６２４－２５５５ ＦＡＸ：０６－６６２４－２５５６

重症児者を支える会居宅介護事業所

事業内容：身体介護 家事援助 移動支援 重度訪問介護（月曜日～日曜日 ０時～２４時）
受付時間：９時３０分～１７時３０分
主たる活動地域：阿倍野区 平野区 東住吉区 住吉区 中央区 天王寺区

浪速区 城東区 住之江区

〒598-0002 大阪府泉佐野市中庄１５２２－１
ＴＥＬ：０７２４－６３－２２９７ ＦＡＸ：０７２４－６３－２４５４

事業内容：身体介護 家事援助 移動支援 重度訪問介護（月曜日～日曜日 ０時～２４時）
受付時間：９時～１８時

支える会泉佐野居宅介護事業所

利用者様との出会いを楽しみにしております。

熱意のある方、車の運転ができる方、土日を中心に活動できる方、
歓迎します！ ※登録については履歴書と資格証明書が必要です。

―７―

平成18年12月27日発行 （毎月６回１の日、５の日発行） ＯＴＫ増刊通巻第3596号 昭和51年９月７日 第３種郵便物認可

障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について

平成１８年１１月３０日

自由民主党政務調査会 社会保障制度調査会 障害者福祉委員会

中間報告の要約

この資料は、重症心身障害児者に関する事項を中心として、守る会事務局で作成したものです。

１．利用者負担の軽減

①社会福祉法人軽減（通所、在宅）

・軽減率の 見直し １/２軽減→ １/４軽減

・対象範囲の 拡大 所得税非課税世帯→ 所得税課税世帯

・対象法人の 拡大 社会福祉法人のみ→ ＮＰＯ法人も対象とする

② 入所施設

・食費等に係る補足給付の水準、個別減免の資産要件（３５０万円以上）を検証する。

・負担増が急激に過ぎないか等について、施設入所者と在宅者の負担のバランスについて検

証する。

２．事業者に対する激変緩和措置

①通所施設

・報酬の日額化により収入が大幅に減少した場合の保障率を、従前の８０％保障→９０％保障

・新体系に移行したことによる収入の大幅減少にも同様の措置をとる。

・利用者が利用しやすくなるよう、通所について送迎加算を設ける。

②入所施設

・利用者が病院に入院した場合に算定される報酬の要件を緩和。

３．障害程度区分

障害程度区分については、知的障害、精神障害を中心に、身体障害も含め、各々の障害特

性を反映した区分が出るよう、コンピュータ判定のあり方を含む抜本的な見直しを行う。

４．その他

①サービス体系の見直しに向けた検討

施設入所者については、５年間は入所を継続することができることとされているが、５年

経過後も、入所者が施設を追い出されることがないようにする。

②その他

・福祉、医療、雇用、教育の連携を一層図るべき。（以下略）

・重度障害者に対して適切に配慮するため、ホームヘルプ事業の国庫負担基準の趣旨につい

て再度周知を徹底するとともに、重度障害者へのサービスの確保等を図る。

（注１） 今回の中間報告では、全ての事項についての具体的な改善内容は示されておりません。

補正予算の編成作業の過程で明らかになってくるものと思われます。新たな情報が入り

次第また情報提供をする予定です。

追加(支える会まとめ）

社会福祉法人軽減について

・事業者負担の解消 軽減を行った事業者の持ち出しを解消する

事業者に対する激変緩和措置について

ケアホームにおいて

・重度者が必要なサービスを受け入れられるよう経過的なホームヘルプサービス利用の取扱

いについて検討する。

新たなサービスへの移行等のための緊急的な経過措置

◎基盤整備等事業交付金（仮称）を都道府県及び市町村に交付する。

・小規模作業所等に対し、これまでの対策（１カ所当たり１１０万円の補助）を踏まえた支援

・グループホームなどの立ち上げ支援

「住まいの場」の確保

・身体障害者のためのグループホーム・ケアホームに関する検討やケアホームにおける重度

者への体制確保に関する検討を含め、障害者の「住まいの場」の確保に取り組むべきである。

―８―



平成18年12月27日発行 （毎月６回１の日、５の日発行） ＯＴＫ増刊通巻第3596号 昭和51年９月７日 第３種郵便物認可

―９―

平成１８年度 第１９回こうさい療育セミナーのお知らせ
「発達支援に応じた入所施設での日中活動支援

ー 発達支援・自立支援・就労支援の充実をめざして ー」

１，日 時：２００７（平成１９）年２月１６日（金） ９：００～１６：００

２，会 場： 財団法人鉄道弘済会総合福祉センター「弘済学園」

３，プログラム： 午前 療育・支援公開 ９：００～１１：３０
午後 分科会・研究協議（申し込み時にお選び頂きます）

１３：００～１６：００
第１分科会テーマ：「児童期前期での発達障害児支援としての基礎療育」

第２分科会テーマ：「児童期後期での日中活動支援としての作業学習」

第３分科会テーマ：「青年期にある重い発達障害者の日中活動支援」

第４分科会テーマ：「施設から地域生活に向けた就労前支援」

第５分科会テーマ：「通勤療・雇用事業所を用いた就労支援」

第６分科会テーマ：「入所更正施設における安定を図るための自立支援」

（懇親会〈任意参加〉 １６：３０～１８：３０）
〈参加申込み用紙請求先〉

〒102-0083 東京都千代田区麹町５－１

（財）鉄道弘済会社会福祉部 第１９回こうさい療育セミナー係（濱本、高野）

ＴＥＬ：０３－５２７６－０３２４ ＦＡＸ：０３－３２６５－２４２８

「全国重症心身障害児（者）を守る会・近畿ブロック」活動報告

近畿ブロック（構成支部－滋賀・兵庫・京都・奈良・和歌山・福井・大阪）では各支部の代表と、

共催事業や施設見学をはじめ、自立支援法等に関する情報交換や意見交換を重ねています。

重症心身障害児施設は、その成り立ちや経緯を含め施設によって違いがあるようです。大阪から

は、他府県に約２００名の方が入所せざるをえない事情があります。医療ケアが必要な重度の方が

遠方の施設に行かなくてはならず、保護者の負担も大変です。

近畿ブロックでは以下の件など話し合われています。

＊各支部における重症児施設の利用者負担の状況について情報交換しました。

例：自立支援法による自己負担金『低所得Ⅱ』の場合

２４，６００ ＋ 約１５，０００ ＋ １４，８８０ ＋ 約８，０００ ＝約６２，４８０円
（施設費…福祉サービス） （医療費） （食費） （日用品費）

各自治体により様々な軽減措置や助成制度があります。（自己負担は、３３，６００円から

４８，４８０円まで）同じ施設の入所者間でも、住所地により負担金にかなりの差があります。

＊重症心身障害児（者）兄弟姉妹支援等

事業を開催し、シンポジュウムできょ

うだいの作文を発表していただき、応

募作品を掲載した冊子を作成しました

（支える会事務局にあります）。

＊「近畿ブロック研修会」は、その時々の重要課題等をテーマに各支部が持ち回りで年１回

開催しています。

今年度は福井県敦賀市で開催しますが、福井県下の重症児施設にも大阪から入所している

方がいます。

＊第４４回全国大会は、平成１９年６月１６日（土）・１７日（日）に神戸市のポートピア

ホテルをメイン会場に開催することになっています。

【全体テーマ】
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「支える会」事務局
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大阪市阿倍野区阪南町５－１５－２８

育徳コミュニティーセンター２階
大阪府重症心身障害児・者を支える会

会長 鈴木 祥子
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支える会ホームページのご案内

ドメイン名 http://www.sasaeru.or.jp/

メールアドレス osaka@sasaeru.or.jp

◎様々な御意見・御質問や情報をメールや

掲示板にお寄せ下さい。

全国・各地へリンクあり！

会費納入のお願い
会費納入のお願い 既に納入がお済みの方にはあしからずお許しを賜り

ますようお願い申し上げます。

＜問い合わせ＞ ＴＥＬ ０６－６６２４－２５５５

ＦＡＸ ０６－６６２４－２５５６

＜郵 便 振 替＞ ００９３０－９－６９５９８

大阪府重症心身障害児・者を支える会


